
ご自分で届出などが必要なもの  

届出の必要な書類 届出先・問合せ先 必要なもの 手続きの方法は 

◆個人番号カード 

（マイナンバーカード） 町民生活課 

℡345-1117 

個人番号カード 

（マイナンバーカー

ド） 

暗証番号の控え 

住所変更の手続きが必要です。町民生活課または杜の丘出張所にて手続

きを行ってください。 

※15 歳未満の方の手続きには保護者の方の身分証明書が必要です。 

※15 歳以上の方の分を代理にて手続きしたい場合は、必要書類及び手続き

方法が異なりますので、町民生活課へお問合せください。 

◆在留カード 

◆特別永住者証明書 

在留カード 

特別永住者証明書 

住所変更の手続きが必要ですので、町民生活課または杜の丘出張所へお持

ちください。 

◆障害者手帳 

◆自立支援医療受給者証 福祉課 

℡345-7221 
住所変更届 

住所変更の手続きが必要ですので、手帳、受給者証を福祉課へお持ちくだ

さい。 

◆特別児童扶養手当 住所変更届をご提出ください。 

◆共済年金、年金基金、恩給などを

受給されている方 
受給先 受給者住所変更届 共済組合など年金などを給付している団体へお問い合わせください。 

◆厚生年金などに加入している方 勤務先  勤務先を通じて手続きを行ってください。 

◆自動車の登録証 

宮城運輸支局 

℡235-2517 

宮城県軽自動車検査協

会 

℡050-3816-1830 

車検証 

住所変更証明書 

車検、名義変更等の際に行ってください。  

（詳しくは直接お問い合せください。） 

◆運転免許証 
大和警察署 

℡345-0101 

運転免許証 

住所変更証明書 
住所及び本籍の変更を行ってください。 

◆土地、建物等の不動産の登記名

義人住所変更登記 
所轄の法務局 

登記申請書 

住所変更証明書 
所有者の住所は変更登記を行ってください。（※１参照） 

◆電気、ガス、電話などの住所変更 それぞれの機関  住所の変更を行ってください。必要書類は各機関へお問い合わせください。 

◆私立幼稚園、町立以外の小・中学

校、高校、大学 
それぞれの学校等  通園・通学している学校等へお問い合わせください。 

その他、許可、認可、免許等で法令により住所変更の届出を要するものは、それぞれ所定の手続きを行ってください。 

また、勤務先、取引金融機関等住所を届けているところへは、新しい住所を届出しておくことをおすすめします。不明な点は、届出先におたずねください。 

 


